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平
成
五
年
第
二
回
小
浜
市
議
会

定
例
会
が
六
月
十
日
に
招
集
さ
れ
、

会
期
を
同
二
十
二
日
ま
で
の
十
三

日
間
と
決
定
し
、

直
ち
に
審
議
に

入
り
ま
し
た
。

今
定
例
会
に
は
、
「平
成
四
年
度

小
浜
市

一
般
会
計
予
算
繰
越
明
許

費
の
報
告
に
つ
い
て
」
な
ど
の
報

告
案
件
八
件
、
「専
決
処
分
に
つ
き

承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」

「平
成
五
年
度
小
浜
市

一
般
会
計

補
正
予
算

（第

一
号
と
な
ど
の
議

案
十
二
件
、
「人
権
擁
護
委
員
の
推

薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
」
の
諮
問

一
件
、

及
び
議

会
運
営
委
員
会
委
員
、

公
立
小
浜

病
院
組
合
議
会
議
員
、

若
狭
消
防

組
合
議
会
議
員
、

若
狭
地
区
農
業

共
済
事
務
組
合
議
会
議
員
の
選
挙

が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

初
日
の
十
日
は
、

会
期
決
定
の

後
、

ま
ず
報
告
条
件
八
件
に
つ
い

て
、

理
事
者
か
ら
説
明
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

引
き
続
き
、

議
案
四
件
が
上
程

さ
れ
、

質
疑
、

討
論
、

採
決
を
行

い
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

こ
の
後
、
「平
成
五
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
補
正
予
算

（第

一
号
ご

な
ど
の
議
案
六
件
が
上
程
さ
れ
、

質
疑
の
後
、

各
所
管
の
常
任
委
員

会
に
そ
れ
ぞ
れ
付
託
す
る
と
と
も

に
、

陳
情
二
件
に
つ
い
て
も
所
管

の
常
任
委
員
会
に
付
託
し
ま
し
た
。

翌
十

一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
を

休
会
と
し
散
会
。

十
五
日
に
本
会
議
を
再
開
し
、

は
じ
め
に
、

陳
情

一
件
を
所
管
の

常
任
委
員
会
に
付
託
し
ま
し
た
。

引
き
続
い
て
、

六
人
の
議
員
が

市
政
各
般
に
わ
た
り
、　

一
般
質
問

を
行
い
ま
し
た
。

（
一
般
質
問
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は

別
記
の
と
お
り
）

十
六
日
か
ら
二
十

一
日
ま
で
を

体
会
と
し
、

そ
の
間
、

各
常
任
委

員
会
を
開
催
し
て
、

付
託
議
案
及

び
陳
情
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

二
十
二
日
に
本
会
議
を
再
開
。

ま
ず
、

陳
情
二
件
を
閉
会
中
の

継
続
審
査
と
決
定
し
、

続
い
て
、

各
常
任
委
員
長
か
ら
付
託
議
案
及

び
陳
情
に
つ
い
て
の
審
査
経
過
、

結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
後
、

各
常
任
委
員
長
の
報

告
に
対
す
る
質
疑
並
び
に
討
論
を

行
い
、

採
決
の
結
果
、

各
常
任
委

員
会
に
付
託
し
ま
し
た
議
案
に
つ

い
て
、

原
案
ど
お
り
可
決
す
る
と

と
も
に
、

陳
情
に
つ
い
て
も
、

常

任
委
員
長
の
報
告
の
と
お
り
決
し

ま
し
た
。

続
い
て

「平
成
五
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
補
正
予
算

（第
二
号
ご

が
上
程
さ
れ
、

質
疑
、

採
決
の
結

果
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
、

議
会
運
営
委
員
会

委
員
の
辞
任
が
提
出
さ
れ
、

許
可

の
後
、

新
た
に
五
議
員
を
議
会
運

営
委
員
会
委
員
に
選
任
し
ま
し
た
。

次
に
、

公
立
小
浜
病
院
組
合
議

会
議
員
、

若
狭
消
防
組
合
議
会
議

員
、

若
狭
地
区
農
業
共
済
事
務
組

合
議
会
議
員
の
欠
員
に
伴
う
選
挙

を
行
い
、

新
た
に
そ
れ
ぞ
れ
の
組

合
議
会
議
員
を
選
出
し
ま
し
た
。

（新
所
属
は
別
記
の
と
お
り
）

最
後
に
、

人
事
案
件
と
し
て
、

「固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
推
薦
に
つ
い
て
」
及
び

「人

権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」
が
順

次
上
程
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、

全

会

一
致
で
同
意
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
、

付
議
さ
れ
ま

し
た
事
件
を
全
て
議
了
し
、

平
成

五
年
第
二
回
小
浜
市
議
会
定
例
会

を
閉
会
し
ま
し
た
。

日

日

日

日

日

日

日

本会議

会期決定、報告、質疑、専決

処分、議案 (その他)上 程、

質疑、討論、採決、議案 (予

算 ・その他)上 程、質疑、委

員会付託

本会議 (一般質問)

(委員会審査)

本会議

閉会中の継続審査、常任委員

長報告、質疑、討論、採決、

議案 (予算 。その他)上 程、

質疑、採決、議会運営委員会

委員の辞任 (選挙)、公立小浜

病院組合議会議員の選挙、若

狭消防組合議会議員の選挙、

若狭地区農業共済事務組合議

会議員の選挙、人事案件上程、

採決

（
一



― 市議会だより

六
月
定
例
会
の

一
般
質
問
は
、

六
月
十
五
日
に
行
わ
れ
、

宮
崎
議
員
、

新
谷
議
員
、

小
川
議
員
、

約
子
議
員
、

同
尾

議
員
、

石
野
議
員
の
六
名
が
い
市
政
各
般
に
わ
た
り
、

質

問
を
行
い
ま
し
た
。

（質
問
と
答
弁
の
主
な
要
旨
は
次
の
と
お
り
）

①
本
年
四
月
に
部
長
制
導

入
に
伴
う
職
員
の
異
動
が

あ
っ
た
が
、

部
長
登
用
者
は
年
功

序
列
に
よ
る
も
の
か
。

課
長
昇
任
に
つ
い
て
、

本
市
に

は
夫
婦
共
働
き
の
場
合
、

能
力
が

あ
っ
て
も
課
長
に
な
れ
な
い
と
い

う
不
文
律
が
あ
る
。

市
長
の
英
断
を
期
待
す
る
。

ま
た
、

現
在
、

何
組
の
共
働
き

の
職
員
が
い
る
の
か
。

さ
ら
に
、

四
月
の
人
事
異
動
に

つ
い
て
、

あ
る
職
場
で
は
大
手
が

足
ら
ず
、

一
方
で
は
、

ほ
と
ん
ど

業
務
量
が
な
い
職
場
に
人
員
を
配

【
煙報
と
口
】

報
告
第
２
号

報
告
第
３
号

報
告
第
４
号

報
告
第
５
号

山

崎

勝

義

新

谷

高

司

福

本

晃

浜

岸

利

一

松

尾

岡

平
成
４
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
予
算
繰
越
明
許
費
の
報
告
に
つ
い

て平
成
４
年
度
小
浜
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
繰
越
明
許
費
の

報
告
に

つ
い
て

平
成
４
年
度
小
浜
市
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
予
算
繰
越
明

許
費
の
報
告
に
つ
い
て

平
成
４
年
度
小
浜
市
西
津
東
部
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会

計
予
算
繰
越
明
許
費
の
報
告
に
つ
い
て
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置
し
て
い
る
が
、

適
正
な
配
置
が

な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

②
来
年
度
の
新
規
職
員
の
採
用
は

何
名
の
予
定
か
。

応
募
資
格
に
お
け
る
国
籍
条
項

の
撤
廃
は
考
え
な
い
の
か
。

ま
た
、

小
浜
市
に
居
住
す
る
者
、

関
係
す
る
者
と
い
う
慣
例
は
、

い

ま
だ
に
残

っ
て
い
る
の
か
。

③
親
子
の
場
合
、

子
供
が
採
用
さ

れ
る
時
、

親
が
退
職
す
る
と
い
う

不
文
律
は
生
き
て
い
る
の
か
。

④
公
民
館
、

図
書
館
の
館
長
の
非

常
動
化
に
つ
い
て
、

社
会
教
育
の

理
念
か
ら
い
え
ば
逆
行
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、

下
水
、

し
尿
、

ご
み
な

ど
の
現
業
部
門
は
、

将
来
的
に
は

全
面
委
託
し
て
い
く
の
か
。

⑤
賃
金
職
員
に
つ
い
て
、

制
服
の

貸
与
が
で
き
な
い
の
か
。

Ａ

翻

雛

評

鞭

こ
の
た
め
に
組
織
が
あ
り
、

担
当

職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

人
事
面
で
は
、

多
種
多
様
な
行

政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、

必
要

ど
思
わ
れ
る
職
に
、

必
要
な
職
員

を
配
置
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、

職
員
の
た
め
に
ポ
ス
ト
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。

登
用
や
配
置
に
つ
い
て
は
、

職

員
の
希
望
、

職
務
適
性
、

経
験
等

を
検
討
し
決
定
し
て
い
る
。

人
事
は
、

任
命
権
者
の
判
断
に

委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

公
平

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。

な
お
現
在
、

本
市
職
員
で
共
働

き
は
、

三
十
七
組
で
あ
る
。

②
採
用
計
画
に
つ
い
て
は
、

こ
の

議
会
終
了
後
に
行
う
予
定
で
あ
り
、

要
項
等
は
現
在
未
定
。

国
籍
要
件
に
つ
い
て
は
、

国
の

場
合

「公
権
力
の
行
使
ま
た
は
公

の
意
思
決
定
に
参
画
す
る
職
に
は

日
本
国
籍
が
必
要
で
あ
る
。

」
と
の

行
政
実
例
が
あ
り
、

地
方
公
共
団

体
も
こ
れ
に
沿

っ
た
運
用
を
行

っ

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
・

受
験
資
格
の

「小
浜
市
民
で
あ

る
こ
と
の
条
項
」
は
従
来
よ
り
無

く
し
て
い
る
。

③
採
用
に
つ
い
て
は
、

試
験
、

面

接
等
に
よ
り
公
務
員
と
し
て
の
適

格
性
を
総
合
的
に
判
断
し
て
い
る
。

④
今
年
の
四
月
か
ら
、

中
央
公
民

館
、

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
、

図
書

館
に
お
い
て
、

試
行
的
に
非
常
勤

化
を
実
施
し
た
。

公
民
館
等
に
お
い
て
、

正
規
職

員
の
配
置
に
国
執
す
る
こ
と
な
く
、

社
会
教
育
に
情
熱
の
あ
る
方
が
お

ら
れ
れ
ば
、

非
常
勤
化
も

一
つ
の

方
法
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

現
業
部
門
に
つ
い
て
は
、

現
在

一
部
を
民
間
委
託
し
て
い
る
が
、

今
後
専
門
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
、

報
告
第
６
号

報
告
第
７
号

報
告
第
８
号

報
告
第
９
号

【
議
案
】

議
案
第
５０
号

議
案
第
５‐
号

議
案
第
５２
号

議
案
第
５３
号

議
案
第
駆
号

議
案
第
５５
号

議
案
第
５６
号

議
案
第
留
号

議
案
第
５８
号

議
案
第
５９
号

議
案
第
的
号

議
案
第
６‐
号

【
諮
問
】

諮
問
第
１
号

【
陳
情
】

平
成
４
年

陳
情
第
５
号

陳
情
第
１
号

陳
情
第
２
号

陳
情
第
３
号

【
そ
の
他
】

平
成
４
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
予
算
繰
越
の
報
告
に
つ
い
て

小
浜
市
総
合
卸
売
市
場
株
式
会
社
経
営
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

財
団
法
人
小
浜
市
公
共
施
設
管
理
公
社
経
営
状
況
の
報
告
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

・

小
浜
市
土
地
開
発
公
社
経
営
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

平
成
５
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（第
１
号
）

平
成
５
年
度
小
浜
市
老
人
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（第
１
号
）

平
成
５
年
度
小
浜
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（第
１
号
）

平
成
５
年
度
小
浜
市
国
民
宿
舎
及
び
小
浜
ユ
ー
ス
・
ホ
ス
テ
ル
事

業
会
計
補
正
予
算
（第
１
号
）

小
浜
市
市
税
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

田
鳥
漁
港
区
域
内
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

平
成
５
年
度
小
浜
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（第
２
号
）

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

民
間
医
療
機
関
の
固
定
資
産
税
非
課
税
の
制
度
化
に
つ
い
て

障
害
者
福
祉
対
策
の
充
実

・
強
化
に
つ
い
て

「
ゴ
ミ
焼
却
処
理
場
」建
設
反
対
に
つ
い
て

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
保
育
制
度
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
の
提

出
に
つ
い
て

議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
辞
任
（選
挙
）

公
立
小
浜
病
院
組
合
議
会
議
員
の
選
挙

若
狭
消
防
組
合
議
会
議
員
の
選
挙

若
狭
地
区
農
業
共
済
事
務
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
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